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平成˜Ÿ年�月œ日 水曜日 第›š�š号官 報

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
三
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長

に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他

必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
十
八
年
七
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
二
百
二
十
九
号

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
令

内
閣
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
四

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
部
会
）

第
一
条

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部

会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
委
員
長

が
指
名
す
る
。

３

部
会
に
、
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委

員
の
う
ち
か
ら
委
員
長
が
指
名
す
る
。

４

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す

る
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る

者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
議
事
）

第
二
条

委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ

ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

〇
総
務
省
令
第
九
十
八
号

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
及

び
総
務
省
組
織
令（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
五
日

総
務
大
臣

竹
中

平
蔵

総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
十
一
人
」
を
「
十
人
」
に
、
同

条
第
三
項
中
「
十
人
」
を
「
九
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財
務
省
令
第
四
十
九
号

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
十
四
号
）
別
表
第
二
の
一
の
備
考
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
五
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大

蔵
省
令
第
四
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
ス
ロ
ベ
ニ
ア
」
の
下
に「
、
セ
ル
ビ
ア
」

を
加
え
、「
セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
」
を
「
モ
ン
テ
ネ

グ
ロ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
八
年
七
月
五
日農

林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
付
表
第
三
十
四
中
「
ふ
じ
種
の
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
同
意
は
、
そ
の
指
定
し
よ
う
と
す
る
官
職
及
び
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務

の
範
囲
に
つ
い
て
あ
れ
ば
足
り
る
。

４

国
の
行
政
機
関
の
長
は
、
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
国
の
行
政
機
関
所
属
の
職
員
又
は
他
の
国
の
行
政

機
関
所
属
の
職
員
に
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
に
関
す
る
事
務
を
委
任
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
内
閣
総

理
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
七
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）

２

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
マ
を
同
号
ケ
と
し
、
同
号
ツ
か
ら
ヤ
ま
で
を
同
号
ネ
か
ら
マ
ま
で
と
し
、
同
号
ソ
中
「
ト
か
ら
レ

ま
で
」
を
「
チ
か
ら
ソ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ソ
を
同
号
ツ
と
し
、
同
号
ヘ
か
ら
レ
ま
で
を
同
号
ト
か
ら
ソ
ま
で
と

し
、
同
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
基
本
方
針
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

２

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決

し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

４

委
員
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改

革
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に

よ
り
委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、

自
己
、
配
偶
者
、
四
親
等
以
内
の
血
族
若
し
く
は
三
親

等
以
内
の
姻
族
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
特
定
支
配
関
係

（
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す

る
法
律
施
行
令（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）

第
三
条
の
特
定
支
配
関
係
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）を
有
す
る
者
の
利
害
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て

の
審
議
及
び
議
決
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

専
門
委
員
は
、
法
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
権
限
に

属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
自
己
、
配
偶
者
、
四
親

等
以
内
の
血
族
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
姻
族
又
は
こ

れ
ら
の
者
が
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
者
の
利
害
に
関

係
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
議
に
関
与
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（
事
務
局
長
）

第
四
条

委
員
会
の
事
務
局
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職

を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
参
事
官
）

第
五
条

委
員
会
の
事
務
局
に
、
参
事
官
四
人
（
う
ち
三

人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充

て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。）を
置
く
。

２

参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
局
務
を
分
掌
し
、
又
は

局
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
参
画
す
る
。

（
事
務
局
の
内
部
組
織
の
細
目
）

第
六
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
事

務
局
の
内
部
組
織
の
細
目
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
委
員
会
の
運
営
）

第
七
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手

続
そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委

員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
七
月
七

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

〇
内
閣
府
令
第
七
十
一
号

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
令
（
平
成
十
八
年
政
令

第
二
百
二
十
九
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
官
民
競

争
入
札
等
監
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
五
日内

閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則

１

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
の
事
務
局
に
、
企
画

官
一
人
を
置
く
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
局
務
の
う
ち
特
定
事
項

の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
を
行
う
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）

の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
七
月
七
日
）か
ら
施
行
す
る
。
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